
 

 
 
 
 
 

 

 

令和２年９月定例 
 

四 万 十 町 教 育 委 員 会 
 

会 議 資 料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和２年９月８日（火）午前９時００分 

 
場 所： 四万十町役場本庁東庁舎 町民活動支援室 

 
 

 

 



会 議 次 第 

 
１ 開 会 

２ 教育長あいさつ 

３ 会議録署名委員の指名 

 

４ 議 題  
① 議案第１号 令和２年度教育委員会関係予算案（９月補正）について 
② 議案第２号 令和元年度四万十町教育委員会の行政の執行状況の点検・評価 

について 
③ 議案第３号 四万十町窪川Ｂ＆Ｇ海洋センター管理規則の一部を改正する 

規則について 

 
５ 協議事項 

 
  

６ 報告事項 
① 働き方改革について 

② 高知県生徒指導上の諸課題・児童虐待に関する調査（四万十町）について 
  ③ 始業式の児童生徒の出席状況について 

 
７ その他 
 

 

 

 

教 育 長 山脇 光章 

委  員 横山 順一、 坂本 維子、 石﨑 豊史、 佐々倉 愛 

事 務 局 
浜田 章克、 林 瑞穂、 西谷 典生、 東 孝典、 

中川 千穂 



議案第１号 

 
 

令和２年度教育委員会関係予算案（９月補正）について 

 
 
 令和２年度教育委員会関係予算案（９月補正）について、別添のとおり調整したの

で、委員会の意見を求める。 

 
 
      令和２年９月８日 提出       

 
                   四万十町教育長 山脇 光章 

1



議案第２号 

 
 

令和元年度四万十町教育委員会の行政の執行状況の点検・評価について 

 
 
 地方教育行政の組織と運営に関する法律第 26 条の規定に基づき、令和元年度の四

万十町教育委員会の行政の執行状況の点検・評価を、別添「四万十町教育委員会の自

己点検・自己評価シート」のとおり行うことについて、委員会の意見を求める。 

 
 

 令和２年９月８日 提出       

 
                  四万十町教育長 山脇 光章 
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議案第３号 

 

 

   四万十町窪川Ｂ＆Ｇ海洋センター管理規則の一部を改正する規則について 
 

 

四万十町窪川Ｂ＆Ｇ海洋センター管理規則（平成 18 年四万十町教育委員会規則第

37 号）の一部を改正する規則を下記のとおり定めることについて、委員会の意見を求

める。 

 

令和２年９月８日 提出       

 

                 四万十町教育長  山脇 光章 

 

 

記 

 
 
四万十町教育委員会規則第  号 

 
四万十町窪川Ｂ＆Ｇ海洋センター管理規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 
令和２年 月 日 

 
四万十町教育長         

 
四万十町窪川Ｂ＆Ｇ海洋センター管理規則の一部を改正する規則 

 
四万十町窪川Ｂ＆Ｇ海洋センター管理規則（平成 18 年四万十町教育委員会規則第

37 号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「（平成 18 年四万十町条例第 184 号）第 17 条」を「（平成 20 年四万十町条

例第 38 号）第 21 条」に改める。 

 第２条を次のように改める。 

 （運営委員会） 

第２条 海洋センターに運営委員会を置く。  

２ 運営委員会は、委員 18 人以内で組織する。 

３ 委員は、四万十町スポーツ推進委員に関する規則（平成 18 年四万十町規則第 35

号）第３条の規定により委嘱された委員（海洋センターの指定管理団体の役員及び

職員を除く。）をもって充てる。 

４ 委員の任期は、２年とする。 
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５ 運営委員会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

第４条中「次に掲げる」を「次の」に改め、同条第１号中「及び」を「又は」に改

める。 

 第５条各号を次のように改める。 

(１) 事故等やむを得ない事由により海洋センターの使用ができなくなったとき。 

(２) その他前号と同等以上と認められる事情のあるとき。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 
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(
 
1
/2

 
) 

別
紙

 

四
万

十
町

窪
川

Ｂ
＆

Ｇ
海

洋
セ

ン
タ

ー
管

理
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
 

新
旧

対
照

表

改
正

後
 

改
正

前
 

四
万

十
町

窪
川

Ｂ
＆

Ｇ
海

洋
セ

ン
タ

ー
管

理
規

則
 

四
万

十
町

窪
川

Ｂ
＆

Ｇ
海

洋
セ

ン
タ

ー
管

理
規

則
 

平
成

1
8
年

教
育

委
員

会
規

則
第

3
7
号

 
平

成
1
8
年

教
育

委
員

会
規

則
第

3
7
号

 

（
趣

旨
）

 
（

趣
旨

）
 

第
１

条
 

こ
の

規
則

は
、

四
万

十
町

窪
川

Ｂ
＆

Ｇ
海

洋
セ

ン
タ

ー
条

例
（

平
成

2
0
年

四
万

十
町

条
例

第
3
8
号

）
第

2
1
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

四
万

十
町

窪
川

Ｂ
＆

Ｇ
海

洋
セ

ン
タ

ー
（

以
下

「
海

洋
セ

ン
タ

ー
」

と
い

う
。

）
の

管
理

運

営
に

つ
い

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

第
１

条
 

こ
の

規
則

は
、

四
万

十
町

窪
川

Ｂ
＆

Ｇ
海

洋
セ

ン
タ

ー
条

例
（

平
成

1
8
年

四
万

十
町

条
例

第
1
8
4
号

）
第

1
7
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

四
万

十
町

窪
川

Ｂ
＆

Ｇ
海

洋
セ

ン
タ

ー
（

以
下

「
海

洋
セ

ン
タ

ー
」

と
い

う
。

）
の

管
理

運

営
に

つ
い

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（
運

営
委

員
会

）
 

（
運

営
委

員
会

）
 

第
２

条
 

海
洋

セ
ン

タ
ー

に
運

営
委

員
会

を
置

く
。

 
第

２
条

 
海

洋
セ

ン
タ

ー
の

運
営

に
関

し
運

営
委

員
会

を
置

き
、

運
営

委
員

を

委
嘱

す
る

。
 

２
 

運
営

委
員

会
は

、
委

員
1
8
人

以
内

で
組

織
す

る
。

 
２

 
運

営
委

員
会

は
、

委
員

の
互

選
に

よ
り

委
員

長
及

び
副

委
員

長
を

置
く

。
 

３
 

委
員

は
、

四
万

十
町

ス
ポ

ー
ツ

推
進

委
員

に
関

す
る

規
則

（
平

成
1
8
年

四

万
十

町
規

則
第

3
5
号

）
第

３
条

の
規

定
に

よ
り

委
嘱

さ
れ

た
委

員
（

海
洋

セ

ン
タ

ー
の

指
定

管
理

団
体

の
役

員
及

び
職

員
を

除
く

。
）

を
も

っ
て

充
て

る
。

 

３
 

運
営

委
員

の
任

期
は

、
２

年
と

す
る

。
た

だ
し

、
再

任
を

妨
げ

な
い

。
 

 

４
 

委
員

の
任

期
は

、
２

年
と

す
る

。
 

 

５
 

運
営

委
員

会
に

会
長

及
び

副
会

長
１

人
を

置
き

、
委

員
の

互
選

に
よ

り
こ

れ
を

定
め

る
。

 

 

（
使

用
料

の
減

免
）

 
（

使
用

料
の

減
免

）
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(
 
2
/2

 
) 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
４

条
 

条
例

第
1
3
条

の
規

定
に

よ
り

使
用

料
を

減
免

す
る

こ
と

が
で

き
る

場

合
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

第
４

条
 

条
例

第
1
3
条

の
規

定
に

よ
り

使
用

料
を

減
免

す
る

こ
と

が
で

き
る

場

合
は

、
次

に
掲

げ
る

と
お

り
と

す
る

。
 

(
１

)
 

町
又

は
教

育
委

員
会

が
主

催
又

は
共

催
す

る
事

業
で

あ
る

と
き

。
 

(
１

)
 

町
及

び
教

育
委

員
会

が
主

催
又

は
共

催
す

る
事

業
で

あ
る

と
き

。
 

(
２

)
～

(
４

)
 

（
略

）
 

(
２

)
～

(
４

)
 

（
略

）
 

第
５

条
 

条
例

第
1
4
条

た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
り

使
用

料
を

還
付

す
る

こ
と

が

で
き

る
特

別
の

事
情

 

第
５

条
 

条
例

第
1
4
条

た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
り

使
用

料
を

還
付

す
る

こ
と

が

で
き

る
特

別
の

事
情

 

は
、

次
の

各
号

に
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

す
る

と
き

と
す

る
。

 
は

、
次

の
各

号
に

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
す

る
と

き
と

す
る

。
 

（
１

）
事

故
等

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

り
海

洋
セ

ン
タ

ー
の

使
用

が
で

き

な
く

な
っ

た
と

き
。

 

（
１

）
転

勤
に

よ
り

町
内

に
住

所
を

有
し

な
く

な
り

、
海

洋
セ

ン
タ

ー
の

使

用
が

で
き

な
く

な
っ

た
と

き
。

 

（
２

）
そ

の
他

前
号

と
同

等
以

上
と

認
め

ら
れ

る
事

情
の

あ
る

と
き

。
 

（
２

）
入

院
に

よ
り

海
洋

セ
ン

タ
ー

の
使

用
が

で
き

な
く

な
っ

た
と

き
。

 

 
（

３
）

そ
の

他
前

２
号

と
同

等
以

上
と

認
め

ら
れ

る
事

情
の

あ
る

と
き

。
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